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国
民
健
康
保
険
税
の
改
定
に
つ
い
て

納
税
通
知
書
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

まちの鳥

　

地
方
税
法
の
改
定
に
伴
い
、軽

減
判
定
所
得
の
見
直
し
が
行
わ
れ

ま
し
た
。改
定
後
の
保
険
税
に
つ

い
て
は
、７
月
に
納
税
通
知
書
を

送
付
し
ま
す
。ご
確
認
の
上
、納
期

限
内
の
納
付
に
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。ま
た
、国
民
健
康
保
険

（
国
保
）加
入
・
離
脱
の
手
続
き
や

非
自
発
的
失
業
に
伴
う
申
告
な
ど

の
手
続
き
が
済
ん
で
い
な
い
場

合
は
、速
や
か
に
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。詳
し
く
は
、町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
確
認
す
る
か
、お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課
住
民
保
険
室

☎
26･

２
２
４
９（
直
通
）

軽
減
判
定
と
は

　

世
帯
の
国
保
加
入
者
と
納
税
義

務
者
な
ど
の
所
得
の
合
計
額
が
一

定
金
額
以
下
の
場
合
に
、均
等
割

額
と
平
等
割
額
が
軽
減
さ
れ
る
制

度
で
す
。世
帯
の
国
保
加
入
者
と

納
税
義
務
者
な
ど
に
、所
得
を
申

告
し
て
い
な
い
人
が
い
る
と
適
用

さ
れ
ま
せ
ん
。

戦
没
者
の
ご
遺
族
へ

▼
支
給
内
容　

額
面
25
万
円（
５

年
償
還
の
記
名
国
債
）

▼
対
象　

戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当

時
の
遺
族
で
、令
和
２
年
４
月
１

日
現
在
、公
務
扶
助
料
や
遺
族
年

金
な
ど
を
受
け
取
る
人
が
い
な
い

場
合
に
、次
の
順
序
に
よ
る
先
順

位
の
遺
族
１
人
。

①
令
和
２
年
４
月
１
日
ま
で
に
戦

傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に

よ
る
弔
慰
金
の
受
給
権
を
取
得
し

た
人
。

②
戦
没
者
な
ど
の
子
。

③
戦
没
者
の
死
亡
当
時
に
生
計
を

共
に
し
て
い
た
父
母
、孫
、祖
父

母
、兄
弟
姉
妹（
婚
姻
や
養
子
縁
組

に
よ
り
、令
和
２
年
４
月
１
日
現

第
11
回
特
別
弔
慰
金
に
つ
い
て

在
で
氏
が
変
わ
っ
て
い
る
人
は
除

く
）。

④
③
以
外
の
父
母
、孫
、祖
父
母
、

兄
弟
姉
妹
。

⑤
①
〜
④
以
外
の
３
親
等
内
の
親

族（
戦
没
者
死
亡
時
ま
で
引
き
続

き
一
年
以
上
生
計
を
共
に
し
て
い

た
人
に
限
る
）。

▼
請
求
期
限　

令
和
５
年
３
月
31

日
㊎

▼
留
意
事
項　

す
で
に
第
11
回
特

別
弔
慰
金
を
請
求
し
て
い
る
人
は

手
続
き
不
要
で
す
。請
求
か
ら
審

査
ま
で
に
時
間
が
か
か
り
ま
す
。

▼
請
求
手
続
き
・
問
い
合
わ
せ
先

介
護
福
祉
課
福
祉
室

☎
26
・
２
２
４
６（
直
通
）

まちの木

軽減割合 世帯（世帯主と加入者）の総所得

７割軽減
改定前 33万円以下

改定後 43万円＋10万円×(給与所得者等の数－1)以下

５割軽減
改定前 33万円＋加入者数×28万5千円以下

改定後 43万円＋28万5千円×被保険者数＋10万円×(給与所得者等の数－1)以下

２割軽減
改定前 33万円＋加入者数×52万円以下

改定後 43万円＋52万円×被保険者数＋10万円×(給与所得者等の数－1)以下

軽減判定所得の見直し

令
和
３
年
度　

よ
し
お
か
ふ
る
さ
と
祭
り
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

開
催
中
止
に
つ
い
て

令
和
３
年
度　

よ
し
お
か
ふ
る
さ
と
祭
り
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

開
催
中
止
に
つ
い
て

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
、
来
場
者
や

町
民
の
皆
さ
ま
の
安
全
を
最
優
先
と
し
、中
止
を
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

ふ
る
さ
と
祭
り
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
皆
さ
ま
、
ま
た
準
備
に
ご
協
力

く
だ
さ
い
ま
し
た
皆
さ
ま
に
は
、
大
変
心
苦
し
い
で
す
が
、
安
全
安
心
を

第
一
に
考
え
て
の
決
定
に
、ご
理
解
の
程
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

住
民
課
協
働
環
境
室　

☎
26
・
２
２
４
５（
直
通
）

　国土強靭化基本計画に基づき、吉岡町国土強靭化地域計画を
策定しています。本計画（案）について、広く町民の皆さまに
ご意見を募集します。計画は担当窓口または町ホームページで
ご覧ください。
▶募集期間　７月下旬～８月中旬（予定）
▶問い合わせ先　建設課 都市建設室　☎26-2278（直通）

吉岡町国土強靭化地域計画（案）
パブリックコメントの実施



７ 吉岡町役場 ☎54̶3111（代表）

今月の納税今月の納税

コンビニエンスストア、スマホ決済アプリでも
納付できます。

また、便利で確実な口座振替も
ご利用ください。

納期限 8月2日㊊

固定資産税…………２期
国民健康保険税 
介護保険料　　　…1期
後期高齢者医療保険料 

無料税務相談
7月15日㊍
13：30～16：00
役場　第１会議室

・期 日
・時 間
・場 所
・問い合わせ先
税務会計課 税務室 ☎26-2237（直通）

所得制限基準額および収入額の目安

福
祉
医
療
制
度

保
険
医
療
費
の
自
己
負
担
分
を
助
成
し
ま
す

まちの花

　

県
内
の
医
療
機
関
を
受
診
す
る

際
、健
康
保
険
証
と
一
緒
に
福
祉

医
療
費
受
給
資
格
者
証
を
提
示
す

る
と
、保
険
診
療
の
自
己
負
担
分

を
助
成
し
ま
す
。

　

対
象
者
お
よ
び
申
請
に
必
要
な

も
の
は
、左
表
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。な
お
、福
祉
医
療
制
度
は
、皆

さ
ま
の
税
金
で
ま
か
な
わ
れ
て
い

ま
す
。将
来
に
わ
た
り
維
持
し
て

い
く
た
め
に
、制
度
の
仕
組
み
や

目
的
を
ご
理
解
の
う
え
、受
診
し

て
く
だ
さ
い
。

　

福
祉
医
療
制
度
の「
母
子
・
父
子

家
庭
等
」に
該
当
す
る
人
は
、福
祉

医
療
費
受
給
資
格
者
証
を
交
付
し

ま
す
の
で
、７
月
30
日
㊎
ま
で
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
現
在
受
給
資
格
者
証
を
交
付
さ

れ
て
い
る
人
に
は
、７
月
中
に
通

知
を
発
送
し
ま
す
。

母
子
・
父
子
家
庭
な
ど
の
皆
さ
ま
へ

重
度
心
身
障
害
者
な
ど
で
福
祉

医
療
費
受
給
資
格
者
証
を
お
持

ち
の
皆
さ
ま
へ

区　　分 対　象　者 申請に必要なもの
子ども
※出生および転入時な
　どに申請

０歳～中学３年生 □健康保険証

高校生世代の入院者

重度心身障害者など
※適宜更新が必要です。

障害年金１級 □障害者年金証書
□健康保険証

身体障害者1・2・3級
※３級は入院のみ

□身体障害者手帳
□健康保険証

療育手帳A判定 □療育手帳
□健康保険証

特別児童扶養手当１級 □特別児童扶養手当証書
□健康保険証

精神通院医療適用者
※精神通院のみ

□自立支援医療受給者証
□健康保険証

母子・父子家庭等
※更新：1年に1度

●母子・父子家庭で
18歳に達する日以
後の最初の３月３１
日までの間にある児
童とその扶養者
●父母のいない18歳
に達する日以後の最
初の３月31日まで
の児童
※いずれも所得税非課
税者
　ただし、事実上の婚
姻関係と同様の事情
にある人は該当にな
りません。

□健康保険証
□戸籍謄本
　（本籍地が町外の人）
□令和３年度の所得課税
証明書（１月１日以降
に転入した人）

福祉医療費制度の対象者

　

現
在
の
受
給
資
格
者
証
の
有
効

期
限
は
７
月
31
日
㊏
で
す
。受
給

資
格
者
証
を
交
付
さ
れ
て
い
る
人

に
は
、７
月
中
に
通
知
を
発
送
し

ま
す
の
で
、８
月
13
日
㊎
ま
で
に

更
新
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
更
新
に
必
要
な
も
の

①
健
康
保
険
証

②
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も

の・
年
金
証
書
（
障
害
年
金
１
級
に

該
当
す
る
人
）

・
身
体
障
害
者
手
帳
（
１
、
２
、

３
級
に
該
当
す
る
人
）

・
療
育
手
帳
（
判
定
Ａ
に
該
当
す

る
人
）

・
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
証
書

（
１
級
に
該
当
す
る
人
）

　

令
和
５
年
８
月
か
ら
福
祉
医
療

制
度
が
一
部
変
更
と
な
り
、所
得

制
限
基
準
が
導
入
さ
れ
ま
す
。

▼
所
得
の
確
認
対
象

受
給
資
格
対
象
者
本
人
お
よ
び
同

居
す
る
配
偶
者
・
扶
養
義
務
者

▼
対
象
所
得

給
与
所
得
・
譲
渡
所
得
・
不
動
産
所

得
・
雑
所
得（
年
金
）な
ど

※
障
害
年
金
、遺
族
年
金
な
ど
の

非
課
税
所
得
は
対
象
外
で
す
。

※
窓
口
な
ど
で
個
人
の
収
入
に
関

す
る
問
い
合
わ
せ
に
は
お
答
え
で

き
ま
せ
ん
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課
住
民
保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９（
直
通
）

扶養親族などの数
受給資格者本人 配偶者または扶養義務者の所得額

所得制限基準額
（※１）

収入額の目安
（※２）

所得制限基準額
（※１）

収入額の目安
（※２）

0人 3,604,000 約 5,180,000 6,287,000 約 8,318,000

1 人 3,984,000 約 5,656,000 6,536,000 約 8,596,000

2 人 4,364,000 約 6,132,000 6,749,000 約 8,832,000

3 人 4,744,000 約 6,604,000 6,962,000 約 9,069,000

※１　所得制限基準の計算方法は、特別障害者手当に準拠した方法になります。
※２　収入額の目安は、給与所得者を例として所得制限基準額に給与所得控除額を加えて表示した額です。

○所得制限基準額は、制度改正により変更されることがあります。 （単位：円）

※区分「子ども」の高校生世代の入院者について、医療機関へ自己負担分を支払
い後、申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。

重
度
心
身
障
害
者
な
ど
の
皆
さ
ま
へ
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短
期
被
保
険
者
証

臓
器
提
供
意
思
表
示
欄（
任
意
）
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被
保
険
者
証
の
更
新

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
被
保
険
者
の
皆
さ
ま
へ

　

医
療
機
関
で
提
示
す
る
後
期
高

齢
者
医
療
被
保
険
者
証
が
８
月
１

日
か
ら
茶
色
に
な
り
ま
す
。８
月

以
降
、今
ま
で
の
緑
色
の
被
保
険

者
証
は
使
え
ま
せ
ん
。

　

茶
色
の
新
し
い
被
保
険
者
証
を

７
月
中
に
郵
送
し
ま
す
。

　

通
常
、被
保
険
者
証
の
更
新
期

間
は
１
年
間
で
す
が
、保
険
料
の

滞
納
状
況
に
よ
り
、通
常
よ
り
有

効
期
間
の
短
い
被
保
険
者
証
を
交

付
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。さ
ら

に
、特
別
な
理
由
が
な
い
の
に
納

付
状
況
が
改
善
し
な
い
と
き
は
、

医
療
費
が
い
っ
た
ん
全
額
負
担
に

な
る「
資
格
証
明
書
」を
交
付
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

被
保
険
者
証
裏
面
に
臓
器
提
供

意
思
表
示
欄
が
あ
り
ま
す
。提
供
意

思
の
あ
る
人
は
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課 

住
民
保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９(

直
通)

群
馬
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
０
２
７
・
２
５
６
・
７
１
２
５

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、原

則
と
し
て
75
歳
以
上
の
人
が
加
入

す
る
健
康
保
険
制
度
で
す
。た
だ

し
、障
害
認
定
に
該
当
す
る
の
65

歳
か
ら
74
歳
の
人
も
、申
請
に
よ

り
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。加
入
を

希
望
す
る
人
は
、相
談
の
上
、申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

　

い
っ
た
ん
加
入
し
て
も
、い
つ

で
も
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。た
だ
し
、過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ

て
の
撤
回
は
で
き
ま
せ
ん
。ご
注

意
く
だ
さ
い
。

●
国
民
年
金
法
な
ど
の
障
害
年
金

１
級
、２
級

●
身
体
障
害
者
１
級
〜
３
級
な
ら

び
に
４
級
の
う
ち
①
〜
⑤
の
状
態

①
音
声
、言
語
機
能
の
著
し
い
障
害

②
両
下
肢
の
す
べ
て
の
指
を
欠
く

③
一
下
肢
の
下
腿
２
分
の
１
以
上

を
欠
く

④
一
下
肢
の
機
能
の
著
し
い
障
害

⑤
両
下
肢
全
体
の
機
能
障
害
で
、

一
下
肢
の
機
能
の
著
し
い
障
害
と

同
程
度

●
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１

級
、２
級

●
療
育
手
帳
Ａ
判
定

所得区分 自己負担割合

課税所得が145万円以上の人 ３割負担

課税所得が145万円以上で以下のいずれかに当てはまる人
①被保険者が同一世帯に1人で収入額が383万円未満
②被保険者が同一世帯に2人以上で、収入額合計が520万円未満
③同一世帯に70～ 74歳の人がいる場合、その人と被保険者の収入額の合計が520万円未満

３割負担
（申請により１割）

課税所得が145万円未満の人
１割負担

非課税世帯

医療費の自己負担割合 令和４年７月末までの自己負担割合は
同一世帯の被保険者の令和３年度の住民税課税所得により判定されます。

限度額適用認定証など
所得区分 認定証種別 医療機関窓口で提示すると

現役並み
Ⅱ・Ⅰ

限度額適用認定証
医療費の窓口負担が自己負担限度額まで抑
えられます。

非課税世帯
限度額適用・
標準負担限度額減額認定証

医療費の窓口負担が自己負担限度額まで抑
えられ、入院時の食事代も減額されます。

　入院などで支払いが高額になる
可能性がある人は、申請手続きを
してください。ただし、令和2年度
に認定証を受け、令和3年度も所得
区分が変わらない人には、8月1日
から使用できる認定証を被保険者
証に同封します。

現在の認定証の有効期限は
７月31日です。
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